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私的独占の禁
止及び公正取
引の確保に関
する法律(独占
禁止法)６章第
21条
に基づき、適用
除外企業とす
ることを明記す
ること。

私的独占の
禁止及び公
正取引の確
保に関する
法律第２１
条
不当景品類
及び不当表
示防止法第
３条

私的独占，不当な取
引制限及び不公正な
取引方法を禁止する
ことにより，公正かつ
自由な競争を促進
し，事業者の創意を
発揮させ，一般消費
者の利益を確保する
こと等を目的としてい
るところ，同法第21条
により，この法律の規
定は，特許法等によ
る権利の行使と認め
られる行為について
は適用しない。
不当な顧客の誘引を
防止するため必要が
あると認めるときは，
景品類の価格の最高
額若しくは総額，種類
若しくは提供の方法
その他景品類の提供
に関する事項を制限
し，又は景品類の提
供を禁止することが
できる。

C

　提案趣旨は、「景品提供の方法に関する特許を
取得しているところ、同特許による景品提供行為
の内容が独占禁止法第２１条の規定により、景品
表示法の規制を受けない旨を明確化せよ。」とい
うものと思われる。
　独占禁止法の適用が除外されるのは、当該特
許が付与されている発明の利用についての排他
的な権利の行使に関してであり、発明又は発明に
基づく行為の内容自体が違法性を有する場合に
おいてまで同法の適用が除かれるものではない。
　よって、提案者の提案趣旨が上記前提のとおり
であるとすれば、独占禁止法第２１条で定める規
定について、事実誤認をしているものと思われ
る。
　なお、景品表示法は、不当な顧客誘引を防止す
る必要があるとき、提供可能な景品類の額等を制
限しているところ、顧客を誘引する手段として、取
引に附随して提供される経済上の利益について
は、公正な競争を維持する観点から、一定の制限
を設けているものである。この制限は、平成８年
に改正され緩和されているが、その後、同規制を
さらに改正するような経済社会の変化が認められ
ないことから、取引に附随して提供される経済上
の利益については、景品表示法第３条の規定に
よる告示が示す範囲で提供されるべきである。
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私的独占の禁止及び
公正取引の確保に関
する法律(独占禁止
法)６章第21条
に基づき、適用除外
企業とすることを明記
すること。

私的独占の禁止及び公正取引の確保
に関する法律
第６章　適用除外
第21条　この法律の規定は、著作権
法、特許法、実用新案法、意匠法又は
商標法による権利の行使と認められる
行為にはこれを適用しない。

商業界に流通して
いるポイントを集約
配分するニュービジ
ネスを実施すること
によって、全国民に
対して想像、感動、
感激、スリルと大き
な夢を提供できるビ
ジネスである。

第2次に提出し、回
答を得たる事例で
は、玉虫色の回答で
あり、ビジネス推進
の要件として不備で
ある。
よって、明確な回答
を期待する。
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22 公正取引委員会（特区）


